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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技領域の中央部分に位置し、複数の識別情報を変動表示して変動表示ゲームを行う変
動表示装置と、
　該変動表示装置の周縁に配置された装飾ユニットと、
　該装飾ユニットの前面を覆う透明なカバー部材と、を備え、
　該カバー部材の前方に遊技球を流下可能とした遊技機において、
　前記遊技領域の中央部分には開口を開設し、該開口には、裏箱ユニットが裏面側に取り
付けられた取付基板ユニットを遊技領域の前方から嵌装し、前記開口の後方には前記変動
表示装置を配置し、
　前記装飾ユニットには、装飾演出の動きを実行可能な装飾物を設け、
　該装飾物の一部を変動表示装置の前方に位置させるとともに、前記取付基板ユニットに
開設された開口部およびカバー部材を通して遊技領域の前方から前記装飾物を視認可能と
し、
　前記遊技領域を遊技領域区画部材により区画形成し、
　前記取付基板ユニットは、当該取付基板ユニットの前面側上部の左右に亘って配置され
、当該取付基板ユニットの前方へ向けて突設された鎧部を備え、
　前記カバー部材は、鎧部から遊技領域の一側寄りに位置する遊技領域区画部材側へ向け
て延出され、当該カバー部材の外形を遊技領域区画部材に沿って円弧状に形成し、
　前記カバー部材の前面側には、当該カバー部材の前方を流下する遊技球の流下方向を変
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える流下方向変換部材を、遊技領域の一側寄りに位置する遊技領域区画部材に沿って配設
し、
　前記取付基板ユニットを前記裏箱ユニットの前面に取り付けることにより、前記取付基
板ユニットの前記開口部の後方に凹室を形成し、
　該凹室に形成され、遊技球が転動可能であって、該転動する遊技球を前記取付基板ユニ
ットの下方の遊技領域へ流下可能なステージ部と、
　前記ステージ部に設けられた導入口から該ステージ部を転動する遊技球を受け入れて、
該導入口に連通すると共に流路底部の途中に急傾斜段部が形成された案内路を流下させ、
導出口から流出する案内手段と、
　を設け、
　前記ステージ部は、
　左右方向に延設された第１ステージと、
　該第１ステージの前面側下方に設けられ、左右方向に延設された第２ステージと、
　から構成され、
　前記案内手段の導入口は、
　前記第１ステージを転動する遊技球が第１導入凹部により第１ステージの後方へ誘導さ
れて流入可能な第１導入口と、
　該第１導入口の前面側下方に位置し、前記第２ステージを転動する遊技球が第２導入凹
部により第２ステージの後方へ誘導されて流入可能な第２導入口と、
　からなり、
　前記案内手段の案内路は、
　前記ステージ部の下方に前記第１導入口から前方に下り傾斜した状態で形成されており
、前記第１導入口と前記導出口との間に前記第２導入口を連通し、
　この案内路の前記急傾斜段部は、第２導入口よりも後方の流路底部に、流路底部の全長
に亘る下り傾斜よりも大きな傾斜角で形成し、
　前記第１導入口に流入して前記急傾斜段部を通過することで加速された遊技球と前記第
２導入口に流入した遊技球が共通の前記案内路で合流して同じ導出口から流出されるよう
に構成したことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記カバー部材の前面側には、遊技球の流下方向を変える風車を配設したことを特徴と
する請求項１に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ遊技機等の遊技機に関し、特に、複数の識別情報を変動表示する変
動表示ゲームを行う変動表示装置を遊技盤の開口裏面側に配設し、前記変動表示装置の表
示部が臨む表示用開口窓部を形成した前面構成部材を前記遊技盤の前面側に配設した遊技
機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の遊技機、例えばパチンコ遊技機には、遊技盤の遊技領域の略中央に開口を形成し
、遊技盤の開口裏面側に、複数の識別情報を変動表示する変動表示ゲームを行う変動表示
装置を配設し、遊技盤の前面側に、該変動表示装置の表示部が臨む表示用開口窓部を形成
した前面構成部材を配設したものが知られている。この種の遊技機は、始動入賞口などの
入賞領域への入賞を条件として変動表示遊技を行い、その結果態様が予め定めた特別表示
態様（例えば、７，７，７）となった場合に、遊技者が所定の利益を獲得可能な特別遊技
状態を発生させる。
【０００３】
　このような遊技機の中には、例えば、特開２０００－５１４４８号公報（特許文献１）
に開示されているように、前記前面構成部材（特許文献１では、センターフレーム）の底
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部に遊技領域からフレーム内に導入された遊技球を転動可能なステージを設けて、遊技球
の流下に変化を与え、前記ステージ上に開口された導入口（特許文献１では、開口部）に
遊技球が流入することにより、その流出口（特許文献１では、排出案内部）から遊技球を
流出させてセンターフレームの下方に配設される入賞領域、例えば始動入賞口を備えた入
賞領域へと遊技球を導くことで遊技を楽しむものが存在する。
【特許文献１】特開２０００－５１４４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、従来の遊技機は、遊技領域からステージ上に案内された遊技球は比較的高い
割合で導入口に流入し、変動表示始動口の直上に開口された導出口から流下して前記始動
口へと案内されるように成っている。しかし、ステージの下方の釘に弾かれた遊技球が前
面構成部材内に飛び込んで、ステージ上を転動している遊技球に衝突し、前記導入口への
流入が妨害されることがあり、遊技者に不快感を与えることがあった。特に、遊技球がス
テージ上を転動する時間が長い場合には、衝突の可能性が高くなる。
【０００５】
　そのため、遊技球をステージ上に案内するワープ装置の流入口に遊技球が流入した場合
に、所謂止め打ちをして遊技球の衝突による導入口への流入妨害を防止するようにしてい
る遊技者がおり、これが遊技機の稼働率の低下に繋がっている。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、前面構成部
材内へ飛び込んだ遊技球とステージ上を転動する遊技球との衝突の可能性を低減して、遊
技の興趣を高め、遊技機の稼働率を向上させることができる遊技機を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上記目的を達成するために提案されたものであり、請求項１に記載のものは
、遊技領域の中央部分に位置し、複数の識別情報を変動表示して変動表示ゲームを行う変
動表示装置と、
　該変動表示装置の周縁に配置された装飾ユニットと、
　該装飾ユニットの前面を覆う透明なカバー部材と、を備え、
　該カバー部材の前方に遊技球を流下可能とした遊技機において、
　前記遊技領域の中央部分には開口を開設し、該開口には、裏箱ユニットが裏面側に取り
付けられた取付基板ユニットを遊技領域の前方から嵌装し、前記開口の後方には前記変動
表示装置を配置し、
　前記装飾ユニットには、装飾演出の動きを実行可能な装飾物を設け、
　該装飾物の一部を変動表示装置の前方に位置させるとともに、前記取付基板ユニットに
開設された開口部およびカバー部材を通して遊技領域の前方から前記装飾物を視認可能と
し、
　前記遊技領域を遊技領域区画部材により区画形成し、
　前記取付基板ユニットは、当該取付基板ユニットの前面側上部の左右に亘って配置され
、当該取付基板ユニットの前方へ向けて突設された鎧部を備え、
　前記カバー部材は、鎧部から遊技領域の一側寄りに位置する遊技領域区画部材側へ向け
て延出され、当該カバー部材の外形を遊技領域区画部材に沿って円弧状に形成し、
　前記カバー部材の前面側には、当該カバー部材の前方を流下する遊技球の流下方向を変
える流下方向変換部材を、遊技領域の一側寄りに位置する遊技領域区画部材に沿って配設
し、
　前記取付基板ユニットを前記裏箱ユニットの前面に取り付けることにより、前記取付基
板ユニットの前記開口部の後方に凹室を形成し、
　該凹室に形成され、遊技球が転動可能であって、該転動する遊技球を前記取付基板ユニ
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ットの下方の遊技領域へ流下可能なステージ部と、
　前記ステージ部に設けられた導入口から該ステージ部を転動する遊技球を受け入れて、
該導入口に連通すると共に流路底部の途中に急傾斜段部が形成された案内路を流下させ、
導出口から流出する案内手段と、
　を設け、
　前記ステージ部は、
　左右方向に延設された第１ステージと、
　該第１ステージの前面側下方に設けられ、左右方向に延設された第２ステージと、
　から構成され、
　前記案内手段の導入口は、
　前記第１ステージを転動する遊技球が第１導入凹部により第１ステージの後方へ誘導さ
れて流入可能な第１導入口と、
　該第１導入口の前面側下方に位置し、前記第２ステージを転動する遊技球が第２導入凹
部により第２ステージの後方へ誘導されて流入可能な第２導入口と、
　からなり、
　前記案内手段の案内路は、
　前記ステージ部の下方に前記第１導入口から前方に下り傾斜した状態で形成されており
、前記第１導入口と前記導出口との間に前記第２導入口を連通し、
　この案内路の前記急傾斜段部は、第２導入口よりも後方の流路底部に、流路底部の全長
に亘る下り傾斜よりも大きな傾斜角で形成し、
　前記第１導入口に流入して前記急傾斜段部を通過することで加速された遊技球と前記第
２導入口に流入した遊技球が共通の前記案内路で合流して同じ導出口から流出されるよう
に構成したことを特徴とする遊技機である。
　また、請求項２に記載のものは、前記カバー部材の前面側には、遊技球の流下方向を変
える風車を配設したことを特徴とする請求項１に記載の遊技機である。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の遊技機によれば、次のような優れた効果を奏する。
　即ち、遊技領域の中央部分に位置し、複数の識別情報を変動表示して変動表示ゲームを
行う変動表示装置と、該変動表示装置の周縁に配置された装飾ユニットと、該装飾ユニッ
トの前面を覆う透明なカバー部材と、を備え、該カバー部材の前方に遊技球を流下可能と
した遊技機において、遊技領域の中央部分には開口を開設し、該開口には、裏箱ユニット
が裏面側に取り付けられた取付基板ユニットを遊技領域の前方から嵌装し、開口の後方に
は変動表示装置を配置し、装飾ユニットには、装飾演出の動きを実行可能な装飾物を設け
、該装飾物の一部を変動表示装置の前方に位置させるとともに、取付基板ユニットに開設
された開口部およびカバー部材を通して遊技領域の前方から前記装飾物を視認可能とし、
前記遊技領域を遊技領域区画部材により区画形成し、前記取付基板ユニットは、当該取付
基板ユニットの前面側上部の左右に亘って配置され、当該取付基板ユニットの前方へ向け
て突設された鎧部を備え、前記カバー部材は、鎧部から遊技領域の一側寄りに位置する遊
技領域区画部材側へ向けて延出され、当該カバー部材の外形を遊技領域区画部材に沿って
円弧状に形成し、前記カバー部材の前面側には、当該カバー部材の前方を流下する遊技球
の流下方向を変える流下方向変換部材を、遊技領域の一側寄りに位置する遊技領域区画部
材に沿って配設したので、装飾領域を拡大できるとともに、拡大した装飾領域の前を遊技
球が通過でき、装飾効果を高めつつ遊技の興趣を高めることができる。
　また、前記取付基板ユニットを前記裏箱ユニットの前面に取り付けることにより、前記
取付基板ユニットの前記開口部の後方に凹室を形成し、該凹室に形成され、遊技球が転動
可能であって、該転動する遊技球を前記取付基板ユニットの下方の遊技領域へ流下可能な
ステージ部と、前記ステージ部に設けられた導入口から該ステージ部を転動する遊技球を
受け入れて、該導入口に連通すると共に流路底部の途中に急傾斜段部が形成された案内路
を流下させ、導出口から流出する案内手段と、を設け、前記ステージ部は、左右方向に延
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設された第１ステージと、該第１ステージの前面側下方に設けられ、左右方向に延設され
た第２ステージと、から構成され、前記案内手段の導入口は、前記第１ステージを転動す
る遊技球が第１導入凹部により第１ステージの後方へ誘導されて流入可能な第１導入口と
、該第１導入口の前面側下方に位置し、前記第２ステージを転動する遊技球が第２導入凹
部により第２ステージの後方へ誘導されて流入可能な第２導入口と、からなり、前記案内
手段の案内路は、前記ステージ部の下方に前記第１導入口から前方に下り傾斜した状態で
形成されており、前記第１導入口と前記導出口との間に前記第２導入口を連通し、この案
内路の前記急傾斜段部は、第２導入口よりも後方の流路底部に、流路底部の全長に亘る下
り傾斜よりも大きな傾斜角で形成し、前記第１導入口に流入して前記急傾斜段部を通過す
ることで加速された遊技球と前記第２導入口に流入した遊技球が共通の前記案内路で合流
して同じ導出口から流出されるように構成したので、案内路内における球詰まりを積極的
に防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、代表的な遊技機であるパチンコ遊技機を例に挙げて、本発明を実施するための最
良の形態を図面に基づいて説明する。図１はパチンコ遊技機の遊技盤１の正面図である。
　パチンコ遊技機の遊技盤１は、図１に示すように、合板やプラスチック等からなる矩形
状の遊技盤本体２の表面に、ガイドレール５や遊技領域区画部材６等を止着することで略
円形状の遊技領域７を区画形成している。そして、遊技盤１は、この遊技領域７内におい
て、略中央からガイドレール５とは反対側（図中右側）に亘って前面構成部材（センター
ケース）８を配設し、該前面構成部材８の後方には、遊技領域７の略中央に位置するよう
に複数の識別情報を変動表示する変動表示ゲームを行う変動表示装置（画像表示装置）９
を備えている。また、遊技盤１は、変動表示装置９の下方にチューリップタイプの変動表
示始動口１０を配設し、該始動口１０の下方に、変動表示装置９の作動結果によって遊技
球を受け入れない状態と受け入れ易い状態とに変換可能な特別変動入賞装置（大入賞口）
１１を配設している。さらに、遊技盤１は、特別変動入賞装置１１の側方には補助変動表
示を行う補助変動表示装置１５を配設し、前記センターケース８の左側には補助変動表示
の始動ゲート１６を配設している。そして、遊技盤１は、この他に、一般入賞口２１、遊
技球の流下方向を変える風車２２や障害釘２３、発光により各種の装飾表示を行うランプ
・ＬＥＤ（図示せず）、及び入賞せずに流下した遊技球を回収するアウト口２４を設けて
いる。
【００１２】
　次に、図２はパチンコ遊技機の遊技盤、前面構成部材及び裏面構成部材を示す斜視図で
あり、図３は裏箱ユニットの前面に取付基板ユニットを取り付け、その内部に装飾ユニッ
トを収納した状態を示す斜視図である。また、図４は取付基板ユニット及び裏箱ユニット
、これらの間に収納する装飾ユニットを前方から見た状態を示す分解斜視図であり、図５
は後方から見た状態を示す分解斜視図である。
【００１３】
　図２に示すように、遊技盤１の遊技領域７の略中央には前記前面構成部材８の外形形状
に対応した開口３１を形成してあり、遊技盤１の開口裏面側に変動表示装置９を後面に備
えた裏面構成部材３２を配設し、遊技盤１の開口前面側に該変動表示装置９の表示部２９
が臨む表示用開口窓部３３を形成した前面構成部材８を配設している。
【００１４】
　裏面構成部材３２は、後面中央部に液晶表示装置等の変動表示装置９を備え、その周壁
部３６を前方に延出させた箱体状の部材であり、取付片３７を遊技盤１の裏面に当接させ
て、遊技盤１の裏面側からネジ等の止着部材により止着固定する。
【００１５】
　ここで、変動表示装置９は、複数の変動表示領域（左側、中央、右側の３つの可変表示
領域等）を設定して各表示領域の各々で独立して画像表示がなされる表示装置であって、
本実施形態では、例えば、任意の画像を表示可能なＬＣＤ（液晶表示器）等で表示画面部
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分が構成され、この表示画面上の複数の変動表示領域には複数の識別情報（図柄）を変動
表示する変動表示ゲーム等、遊技の進行に基づく画像が表示される。したがって、本実施
形態の遊技機は、前記始動口１０への入賞等の始動条件の成立に基づいて変動表示装置６
にて識別情報を変動表示する変動表示ゲームを実行し、該変動表示ゲームが特定の結果態
様を導出することに関連して所定の遊技価値が付与されるように成っている。
【００１６】
　前面構成部材８は、図２から図５に示すように、遊技盤１に形成された開口３１に該遊
技盤１の前方から嵌装される部材であって、前面構成部材８の前面部分を構成する取付基
板ユニット（取付基板体）４０と、該取付基板ユニット４０の裏面側に設けられる裏箱ユ
ニット（裏箱体）４１と、該裏箱ユニット４１の前面に前記取付基板ユニット４０を取り
付けて、その内部に収納される装飾ユニット４３とを備えている。
【００１７】
　裏箱ユニット４１は、前記遊技盤１の開口３１に嵌装され、前方を開放した箱状ユニッ
トであって、後方の壁に長方形状の表示用開口窓部３３が形成されて略額縁状を呈してお
り、前記裏面構成部材３２に内装するように装着されることにより、前記表示用開口窓部
３３から前記変動表示装置９の表示部２９を臨ませて、開口３１の後方に変動表示装置９
を配置するように成っている。この裏箱ユニット４１の周囲の適宜位置には、この前面に
前記取付基板ユニット４０を取り付けるためのネジ等の止着部材を止着する止着部４４が
配設されている。
【００１８】
　取付基板ユニット４０は、前記表示用開口窓部３３よりも大きい開口部４６が形成され
た異形枠体状のユニットであって、その周囲に沿って前記遊技盤１に取り付ける取付基板
４７を有しており、その適宜位置には止着部材を止着する止着部４８が形成されている。
図３に示すように、この取付基板４７の前面側上部には、左右全幅に亘って庇状の鎧部５
１を前方に突設し、該鎧部５１の左右傾斜端部から下方に縦長の側辺部５２，５２を突設
し、左右の側辺部５２，５２の下端同士を接続する状態で底部５３を後方へ突設し、この
取付基板ユニット４０を前記裏箱ユニット４１の前面に取り付けることにより、前記取付
基板４７の後方に鎧部５１、左右側辺部５２，５２、及び底部５３に囲まれた凹室５４を
形成している。この凹室５４の奥の面に前記表示用開口窓部３３が配設されており、鎧部
５１は、上面が中央の円弧状の振り分け凸部５５から左右方向に向けて緩やかに下り傾斜
している。そして、前記取付基板４７の後部には取付支持部５６が前記鎧部５１と連続す
るように一体成形されており、該取付支持部５６は前記取付基板４７から遊技盤１内へ臨
むように後方へ向けて突設されている。前記凹室５４の底部には、遊技球が転動可能であ
って、該転動する遊技球を前記前面構成部材８の下方の遊技領域へ流下可能なステージ部
６０が形成されている。この凹室５４内に配されたステージ部６０は、左右方向に延設さ
れた第１ステージ６１と、その前面側下方において左右方向に延設された第２ステージ７
１とから成り、その具体的構造については後で詳細に説明する。
【００１９】
　また、前記取付基板ユニット４０には、前記ガイドレール５によって区画され、前記発
射装置により発射された遊技球を導入部１７から遊技領域に案内する発射球案内通路１３
（図１参照）とは反対側の部分の前記取付基板４７を前記鎧部５１から右側の前記遊技領
域区画部材側へと延出させて、外形が前記遊技領域区画部材６に沿って円弧状に形成され
た取付基板延出部８１を設けている。この取付基板延出部８１は、前記裏箱ユニット４１
との間に収納される前記装飾ユニット４３の前面を覆っており、例えば、無色透明の合成
樹脂材により形成されて、後方の装飾ユニット４３が視認可能なカバー部材を構成してい
る。取付基板延出部８１は無色透明の部材に限るものではなく、後方の装飾ユニット４３
が視認可能であれば、有色透明または半透明等であっても構わない。また、この取付基板
延出部８１は、その前方を遊技球が流下可能に形成され、遊技球が通過しうる幅を有して
おり、前述したように、外形が前記遊技領域区画部材６に沿った円弧状を呈しているので
、前記鎧部５１の振り分け凸部５５によって右方向に振り分けられた遊技球が該取付基板



(7) JP 4762271 B2 2011.8.31

10

20

30

40

50

延出部８１の前面に沿って円滑に流下するように成っている。即ち、図１に示すように、
前記取付基板ユニット４０を遊技盤１に取り付けると、取付基板延出部８１の円弧状の外
周部は前記遊技領域区画部材６の上部から右側部分に亘って当接されることになり、この
遊技領域区画部材６と該取付基板延出部８１の内周部を区画する前記右側辺部５２との間
を遊技球が流下することになる。したがって、取付基板延出部８１の後方に装飾ユニット
４３を配置しても、該取付基板延出部８１を後方の装飾ユニット４３が視認可能な部材に
より形成され、且つ、該取付基板延出部８１の前方を遊技球が流下可能であるので、装飾
領域を拡大できるとともに、拡大した装飾領域の前を遊技球が通過でき、装飾効果を高め
つつ遊技の興趣を高めることができる。
【００２０】
　さらに、図１において、前記遊技領域区画部材６の前記発射球案内通路１３の先端の導
入部１７と対向する側部には、前記取付基板延出部８１側へ突出した当て板部材８５を配
設して、前記遊技領域区画部材６に沿って進行する遊技球が衝突して流下方向を変換する
ように、前記遊技領域区画部材６の一部を屈曲させた段部８６が形成してある。そして、
前記取付基板延出部８１の遊技球の通過の妨げとならない位置に、本実施形態では取付基
板延出部８１の上部に、前方に突出する装飾部８７を備えており、この装飾部８７は、前
記遊技領域区画部材６の段部８６から前記導入部１７の方向へ向けて円弧状に該遊技領域
区画部材６に沿って配設されている。そして、該取付基板延出部８１の下部には、装飾の
施された複数の流下方向変換部材９１が互い違いに配設されており、さらにその下方には
風車９２が配設されている。このように、前記取付基板延出部８１を鎧部５１から右側の
遊技領域区画部材６側へと延出させて拡大しており、この拡大した取付基板延出部８１の
遊技球の通過の妨げとならない位置に装飾部８７を備えているので、装飾領域をさらに拡
大することができ、さらに、該取付基板延出部８の下部に装飾の施された複数の流下方向
変換部材９１や風車９２を配設しているので、装飾効果を高めつつ遊技の興趣を高めるこ
とができる。
【００２１】
　次に、図６は裏箱ユニットに装飾ユニットを配置した状態を示す斜視図であり、図７は
裏箱ユニットの凹凸壁部及び装飾ユニットの凹凸形状を裏面側から見た状態を示す縦断面
図である。また、図８は上装飾ユニットの駆動部分を示す斜視図であり、図９は右装飾ユ
ニットの駆動部分を示す斜視図である。
【００２２】
　前述したように、前記裏箱ユニット４１の前面に前記取付基板ユニット４０を取り付け
て、これらの内部に装飾ユニット４３を収納している。装飾ユニット４３は、図４及び図
５に示すように、本実施例では、例えば、上装飾ユニット９５、左装飾ユニット９６及び
右装飾ユニット９７から構成され、それぞれ歯車やピストン等の機械の内部構造を暗示さ
せるような装飾を施した装飾物を備えている。具体的には、図８に示すように、上装飾ユ
ニット９５には、歯車の形状を模した第１装飾物９５ａ（本発明における装飾物に相当）
およびピストンの形状を模した第２装飾物９５ｂを、装飾演出の動きを実行可能な状態で
備えている。また、図１に示すように、第１装飾物９５ａの一部を変動表示装置９の前方
に位置させるとともに、取付基板４７の開口部４６および取付基板延出部（カバー部材）
８１を通して遊技盤１（遊技領域７）の前方から第１装飾物９５ａを視認可能としている
。
【００２３】
　次に、図１０はワープ装置を示す要部断面図であり、図１１は左装飾ユニットを示す分
解斜視図である。
　前述したように、前記前面構成部材８の内部には凹室５４が形成されており、その底部
には遊技球を転動させる第１ステージ６１及び第２ステージ７１が配設されている。この
前面構成部材８には、前記遊技盤１の遊技領域７を流下する遊技球を流入口１４１から受
け入れて流下路１４２，１４３を流下させ前記凹室５４内の所要部位、具体的には、第１
ステージ６１の側方（左側方）に配置された流出口１４４から該凹室５４の底部に形成し
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た前記第１ステージ６１に案内するワープ装置１４０が備えられている。図１０に示すよ
うに、このワープ装置１４０の前記流入口１４１と、該流入口１４１から後方に遊技球１
５１を流下させる後方流下路１４２とは、前記取付基板ユニット４０に形成してあり、ま
た、前記後方流下路１４２の後端部に連通し遊技球１５１を下方へ流下させる下方流下路
１４３と、該下方流下路１４３の下方端部に設けられた前記流出口１４４とは、前記左装
飾ユニット９６に形成してある。
【００２４】
　具体的には、図１及び図３に示すように、前面構成部材の外方の遊技領域に向けて開口
された前記流入口１４１は、取付基板ユニット４０の左側側辺部５２における前記始動ゲ
ート１６の右斜め下方に位置しており、前面構成部材８の左側の遊技領域７を流下する遊
技球を受け入れる左斜め上方へ向けて開口している。そして、該流入口１４１の後方に延
出された後方流下路１４２は、その底部が後方へ向けて下方に傾斜して形成され、流入口
１４１に入った遊技球１５１を後方へ転動させるように成っている。さらに、図６、図１
０及び図１１に示すように、この後方流下路１４２に連通する下方流下路１４３は、左装
飾ユニット９６のユニット本体１５５の下部に位置する下方延出部１５６の前面中間部に
連通部１５７を開口しており、その下端部まで垂下して該下方延出部１５６の右側面下端
部に前記流出口１４４を開口しており、図３に示すように、該流出口１４４は第１ステー
ジ６１の左端部に配置されている。このユニット本体１５５の下方延出部１５６に形成さ
れた下方流下路１４３の後面は裏蓋１５８によって覆われている。このように、前記取付
基板ユニット４０に、流入口１４１と、該流入口１４１から後方に遊技球を流下させる後
方流下路１４２とを形成するとともに、前記左装飾ユニット９６に、前記後方流下路１４
２と連通し遊技球を下方へ流下させる下方流下路１４３と、該下方流下路１４３の下方端
部に設けられた流出口１４４とを形成したので、簡単な構造で、前面構成部材８の剛性を
保ったままワープ装置１４０を構成することができる。
【００２５】
　なお、各装飾ユニット９５，９６，９７は複数の部品を組み合わせてユニット化されて
おり、例えば、左装飾ユニット９６は、ユニット本体１５５が有色透明の合成樹脂材等の
透光性の部材により形成され、その裏面側に裏面側発光基板１６０を備えるとともに、そ
の前面側に前記ユニット本体１５５の前面部に形成された凹部１６１に係合する異形箱体
状の装飾部品１６２、該装飾部品１６２を覆う蓋材１６３、該蓋材１６３に装着される前
面側発光基板１６４、該発光基板１６４の前面に設けられ、レンズ枠１６７内に収納され
る後側レンズ部材１６５及び前側レンズ部材１６６を順次備えて、文字装飾１２５を構成
しており、前面側発光基板１６４によって後側レンズ１６５及び前側レンズ１６６を介し
て文字装飾１２５が点灯し、前記裏面側発光基板１６１によって前記ユニット本体１５５
における文字装飾１２５の周囲部分が点灯するように成っている。
【００２６】
　次に、前記凹室５４の底部に形成されたステージ部６０について説明する。図１２はス
テージ部及び案内手段を示す遊技盤の要部斜視図であり、図１３は案内手段の構造を示す
縦断面図である。
　図１２に示すように、凹室５４の底部に形成されたステージ部６０は、当該ステージ部
６０の上部において左右方向に延設され、前記ワープ装置１４０の流出口１４４から流出
した遊技球１５１が主に転動可能な第１ステージ６１と、該第１ステージ６１の前面側下
方に左右方向に延設され、前記遊技領域７を流下して前記ステージ部６０の下方の遊技盤
１に植設された障害釘２３に弾かれて前記凹室５４内に飛入した遊技球１５１が主に転動
可能な第２ステージ７１と、から成っており、これら第１ステージ６１と第２ステージ７
１とは起立壁６３により隔てられている。
【００２７】
　第１ステージ６１は、前記裏箱ユニット４１の底部に設けられ、遊技球を転動可能な連
続的に高さの異なる曲面形状を有する案内棚を構成しており、左右方向両側に曲率の小さ
な円弧状の凹面６５，６５を、中央部に曲率の大きな円弧状の凸面６６を形成するような
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全体として波形状の転動面６２を有している。円弧状の凹面６５，６５の谷部（第１低部
）には前方へ向けて下り傾斜した第１案内凹部６７，６７が形成されており、円弧状の凸
面６６の中央山部（第１高部）の後方には第１導入口１７１が開口され、この導入口１７
１は案内路１７３に連通している（図１３参照）。そして、第１ステージ６１の凸面６６
において、第１導入口１７１の前面側には、後方に下り傾斜し、遊技球を該第１導入口１
７１に導入する第１導入凹部６９を設けている。
【００２８】
　また、第２ステージ７１は、前記取付基板ユニット４０の底部に、取付基板４７から後
方へ延出して形成され、第１ステージ６１と同様に、遊技球を転動可能な連続的に高さの
異なる曲面形状を有する案内棚を構成しており、左右方向両側に曲率の小さな円弧状の凹
面７５，７５を、中央部に曲率の大きな円弧状の凸面７６を形成するような波形状の転動
面７２を有している。円弧状の凹面７５，７５の谷部（第２低部）には前方へ向けて下り
傾斜した第２案内凹部７７，７７が形成されており、円弧状の凸面７６の中央山部（第２
高部）の後方には第２導入口１７２が開口され、この導入口１７２は前記案内路１７３に
上方から連通している（図１３参照）。そして、第２ステージ７１の凸面７６において、
第２導入口１７２の前面側には、後方に下り傾斜し、遊技球を該第２導入口１７２に導入
する第２導入凹部７９を設けている。
【００２９】
　前記案内路１７３は、図１２及び図１３に示すように、第１ステージ６１の凸面６６の
後方に開口された第１導入口１７１から前方へ向けて下り傾斜しており、その傾斜下端部
の導出口１７５は前記始動口１０の直上に位置されるとともに、前記取付基板ユニット４
０の下部中央に開口され、前記第１導入口１７１と前記導出口１７５との間に前記第２導
入口１７２が上方から連通しており、これら第１導入口１７１、第２導入口１７２、案内
路１７３及び導出口１７５は、前記ステージ部６０に設けられた第１導入口１７１または
第２導入口１７２から該ステージ部６０を転動する遊技球を受け入れて、該導入口１７１
，１７２に連通する案内路１７３を流下させ前記始動口１０の直上に設けられた導出口１
７５から該始動口１０へと案内する案内手段１７０を構成している。即ち、図１３（ａ）
に示すように、第１ステージ６１を転動する遊技球１５１は、第１導入口１７１に受け入
れられて、該導入口１７１に連通する案内路１７３を流下し、前記始動口１０の直上に設
けられた導出口１７５から該始動口１０へ向けて流下することになり、第２ステージ７１
を転動する遊技球１５１は、第２導入口１７２に受け入れられて、該導入口１７２に連通
する前記と共通の案内路１７３に合流して流下し、前記始動口１０の直上に設けられた同
じ導出口１７５から該始動口１０へ向けて流下することになる。
【００３０】
　また、前記案内路１７３の流路底部１７４における前記第２導入口１７２よりも後方の
部位には、該流路底部１７４の全長に亘る下り傾斜よりも大きな傾斜角を有する急傾斜段
部１７９が形成されている。本実施形態では、図１３（ｂ）に示すように、案内路１７３
の流路底部１７４において、第２ステージ７１の凸面７６の後方に開口された第２導入口
１７２の前端部から球２個分だけ後方の位置に急傾斜段部１７９が形成されている。ワー
プ装置１４０の流出口１４４から第１ステージ６１上に案内された遊技球は、第１ステー
ジ６１の転動面６２を転動するうちに動きが緩やかとなるが、第１導入口１７１に流入し
た遊技球１５１と第２導入口１７２に流入した遊技球１５１とが合流する案内路１７３の
流路底部１７４における前記第２導入口１７２よりも後方の部位に急傾斜段部１７９を設
けているので、該急傾斜段部１７９を通過することによって前記第１導入口１７１から流
入した遊技球１５１が加速され、案内路１７３内における球詰まりを防止することができ
る。
【００３１】
　前記起立壁６３は、第１ステージ６１の前記第１案内凹部６７，６７が形成されていな
い部分の前面側縁部に、それぞれ左右方向に延びるように断続的に配設され、且つ、前記
第２導入口１７２の後端に位置するように設けられているので、この起立壁６３によって
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第１ステージ６１と第２ステージ７１とが隔てられる。したがって、ワープ装置１４０の
流出口１４４から流出した遊技球は主に第１ステージ６１を転動することになる。
【００３２】
　次に、図１、図３、図１０、図１２及び図１３を用いて、以上の如く構成された本実施
形態の遊技機の作用について説明する。
　図１、図３及び図１２に示すように、前記発射装置により発射された遊技球は発射球案
内通路１３を経て、その先端の導入部１７から遊技領域７の上部に飛入し、前面構成部材
（センターケース）８の鎧部５１の上面に流下すると、振り分け凸部５５によって左側あ
るいは右側に振り分けられることとなり、前面構成部材８の側辺部５２，５２の外側に位
置する左側の遊技領域７または取付基板延出部８１の前面を流下する。そして、左側の遊
技領域７を流下する遊技球は、前面構成部材８の左側の側辺部５２に開口されたワープ装
置１４０の流入口１４１に流入し得ることになる。
【００３３】
　図３、図１０及び図１２に示すように、ワープ装置１４０の流入口１４１に遊技球１５
１が流入すると、その後方に延出された後方流下路１４２及び下方流下路１４３を経て、
該下方流下路１４３の下方端部に開口された流出口１４４から第１ステージ６１の転動面
６２の左端上に流下される。この第１ステージ６１の転動面６２は、図１２に示すように
、左右方向の略中央部分に円弧状の凸面６６を、該凸面６６の左右両側方に円弧状の凹面
６５，６５をそれぞれ備えて略波面状を呈しているので、遊技球が第１ステージ６１上を
転動して次第に減勢されると、遂には前記凹面６５，６５の谷部（第１低部）に形成され
た第１案内凹部（第１落下許容部）６７，６７からその前面側下方に配置された第２ステ
ージ７１上の第２案内凹部７７，７７に流下され、さらに、第２案内凹部７７，７７から
その前面側下方の遊技領域７へと流下されることになる。なお、第１ステージ６１の転動
面の前記凹面６５，６５以外の部分の前面側には起立壁（落下規制部）６３が形成されて
いるので、遊技球の勢いが強すぎない限り、起立壁（落下規制部）６３を乗り越えて第２
ステージ７１上に落下することはない。
【００３４】
　一方、第１ステージ６１の転動面６２を転動する遊技球が円弧状の凸面６６を通過する
際に、その中央山部（第１高部）の第１導入凹部６９によって後方に開口された第１導入
口１７１内に流入することがあり、該導入口１７１に入った遊技球は案内路１７３を通過
して前記始動口１０の直上に位置する導出口１７５から流出し、前記始動口１０へ向けて
流下することになる。
【００３５】
　このように第１ステージ６１には、ワープ装置１４０の流出口１４４から流出した遊技
球が主に転動することになる。一方、第２ステージ７１には、前記遊技領域７を流下して
第２ステージ７１の下方の遊技盤１に植設された障害釘２３に弾かれて前記凹室５４内に
飛入した遊技球が主に転動することになる。
【００３６】
　障害釘２３に弾かれて前記凹室５４内に飛入した遊技球は、第２ステージ７１の転動面
７２が、図３及び図１２に示すように、左右方向の略中央部分に円弧状の凸面７６を、該
凸面７６の左右両側方に円弧状の凹面７５，７５をそれぞれ備えて略波面状を呈している
ので、この転動面７２を転動することにより次第に減勢されることになる。そして、第２
ステージ７１の転動面７２を転動する遊技球は、前記凹面７５，７５の谷部（第２低部）
に形成された第２案内凹部（第２落下許容部）７７，７７からその前面側下方の遊技領域
へと流下したり、あるいは第２案内凹部７７，７７を超えて第２導入口１７２内に入った
りすることがあり、該導入口１７２に入った遊技球は前記と共通の案内路１７３を通過し
て前記始動口１０の直上に位置する同じ導出口１７５から流出し、始動口１０へ向けて流
下することになる。
【００３７】
　仮に、第１ステージ６１の第１導入口１７１と、第２ステージ７１の第２導入口１７２
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と、にそれぞれ別個に案内路を連通し、それぞれに対応する導出口を前記始動口１０の直
上に上下に配設した場合には、上方に位置する導出口から前記始動口１０へと落下する遊
技球は落差が大きいので、前面構成部材８の下方の遊技領域において、その落差の増加分
だけ該前面構成部材８の側方の遊技領域７を流下してくる他の遊技球に衝突する可能性が
高くなり、前記始動口１０への入賞を妨害される確率が高くなってしまう。遊技者は、導
入口に流入した遊技球は始動口に入賞するものと確信しているので、それが妨害された場
合には非常に不満に思ってしまう。
【００３８】
　これに対し、本実施形態のパチンコ遊技機では、第１導入口１７１に流入した遊技球と
第２導入口１７２に流入した遊技球が共通の案内路１７３に合流して同じ導出口１７５か
ら流出されるので、該導出口１７５と下方の前記始動口１０との間の落差を小さく設定す
ることができ、該導出口１７５から流下する遊技球と、前記前面構成部材８の側方から該
前面構成部材８の下方の遊技領域へと流下してくる遊技球とが衝突して、前記始動口１０
への入賞が妨害されるのを減少させることができる。このように第１導入口１７１に流入
した遊技球１５１と第２導入口１７２に流入した遊技球１５１とが共通の案内路１７３で
合流しても、前記案内路１７３の流路底部１７４における前記第２導入口１７２よりも後
方の部位に急傾斜段部１７９を設けているので、この急傾斜段部１７９を通過することに
よって前記第１導入口１７１から流入した遊技球１５１が加速されることになり、案内路
１７３内における球詰まりを積極的に防止することができる。
【００３９】
　以上のように構成された本実施形態のパチンコ遊技機によれば、前記凹室５４の底部に
形成されたステージ部６０が、前記ワープ装置１４０の流出口１４４から流出した遊技球
が主に転動可能な第１ステージ６１と、該第１ステージ６１の前面側下方に設けられ、前
記遊技領域７を流下して前記ステージ部６０の下方の遊技盤１に植設された障害釘２３に
弾かれて前記凹室５４内に飛入した遊技球が主に転動可能な第２ステージ７１と、に分け
て構成され、それぞれに別個に第１導入口１７１と第２導入口１７２とを設けたので、前
記ワープ装置１４０から案内されて第１ステージ６１を転動する遊技球と、前記障害釘２
３に弾かれて前記凹室５４内に飛入した遊技球とが衝突し合って導入口への流入を妨害し
てしまうことはなく、遊技者に不快感を与えることがない。また、これに伴い所謂止め打
ちを防止して遊技機の稼働率を向上させることができるものである。
【００４０】
　また図１４は、第２の実施形態のステージ部及び案内手段の構成を示す遊技盤の要部斜
視図である。この第２の実施形態では、第１ステージ６１の凹面６５，６５の谷部（第１
低部）に形成された第１案内凹部６７，６７の前面側に第３導入口１８１，１８１を開口
し、該第３導入口１８１，１８１にそれぞれ前方に下り傾斜した排出路を連通し、各排出
路の下端の排出口１８２，１８２を前面構成部材８の下方の遊技領域の上方に位置するよ
うに、前記導出口１７５の両側に開口している。
【００４１】
　第２の実施形態は、基本的に第１の実施形態と同様の作用効果を奏するが、特に第２の
実施形態によれば、第１案内凹部６７，６７には第３導入口第３導入口１８１，１８１が
設けられ、該第３導入口１８１，１８１に流入した遊技球は排出路の下端の排出口１８２
，１８２から前面構成部材８の下方の遊技領域へと排出されるので、第１案内凹部６７，
６７から第２ステージ７１に遊技球が流下して、第２ステージ７１を転動する遊技球に衝
突するのを回避することができ、前記前面構成部材８の下方の遊技領域での入賞を期待し
うるものである。
【００４２】
　前記した実施形態は、代表的な遊技機であるパチンコ遊技機を例にして説明したが、本
発明はこれに限らず、複数の識別情報を変動表示する変動表示ゲームを行う変動表示装置
を遊技盤の開口裏面側に配設し、前記変動表示装置の表示部が臨む表示用開口窓部を形成
した前面構成部材を前記遊技盤の前面側に配設した遊技機であれば、例えば、内部に封入
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した遊技球を循環させる封入球式パチンコ機、アレンジボール式遊技機、雀球式遊技機等
の遊技機であってもよい。
【００４３】
　前記した実施の形態は全ての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべき
である。本発明は、前記した説明に限らず特許請求の範囲によって示され、特許請求の範
囲と均等の意味及び範囲内での全ての変更が含まれるものである。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】パチンコ遊技機の遊技盤の正面図である。
【図２】パチンコ遊技機の遊技盤、前面構成部材及び裏面構成部材を示す斜視図である。
【図３】裏箱ユニットの前面に取付基板ユニットを取り付け、その内部に装飾ユニットを
収納した状態を示す斜視図である。
【図４】取付基板ユニット及び裏箱ユニット、これらの間に収納する装飾ユニットを前方
から見た状態を示す分解斜視図である。
【図５】取付基板ユニット及び裏箱ユニット、これらの間に収納する装飾ユニットを後方
から見た状態を示す分解斜視図である。
【図６】裏箱ユニットに装飾ユニットを配置した状態を示す斜視図である。
【図７】裏箱ユニットの凹凸壁部及び装飾ユニットの凹凸形状を裏面側から見た状態を示
す縦断面図である。
【図８】上装飾ユニットの動作部分を示す斜視図である。
【図９】右装飾ユニットの動作部分を示す斜視図である。
【図１０】ワープ装置を示す要部断面図である。
【図１１】左装飾ユニットを示す分解斜視図である。
【図１２】凹室底部に形成されたステージ部及び案内手段を示す遊技盤の要部斜視図であ
る。
【図１３】案内手段の構造を示す縦断面図である。
【図１４】ステージ部及び案内手段の変形構成を示す遊技盤の要部斜視図である。
【符号の説明】
【００４５】
　　１　遊技盤
　　７　遊技領域
　　８　前面構成部材（センターケース）
　　９　変動表示装置
　３２　裏面構成部材
　３３　表示用開口窓部
　３６　周壁部
　４０　取付基板ユニット
　４１　裏箱ユニット
　４３　装飾ユニット
　４６　開口部
　４７　取付基板
　５４　凹室
　６０　ステージ部
　６１　第１ステージ
　６２　第１ステージの転動面
　６３　起立壁
　６５　円弧状の凹面
　６６　円弧状の凸面
　６７　第１案内凹部
　６９　第１導入凹部
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　７１　第２ステージ
　７２　第２ステージの転動面
　７５　円弧状の凹面
　７６　円弧状の凸面
　７７　第２案内凹部
　７９　第２導入凹部
１７３　案内路
１７４　流路底部
１７５　導出口
１７９　急傾斜段部
１８１　第３導入口
１８２　排出口

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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